第１０期荒川区高齢者プラン策定支援委託に係る提案評価（プロポーザル）
（様式第４号）

企　画　提　案　書

１　現状の高齢社会や介護保険事業等に関する理解と課題認識
以下の課題認識について、１項目当たりA４サイズ１枚以内（ただし、（２）及び（３）については、２枚までは記載しても差し支えない）で記載してください。
なお、A４サイズ１枚の範囲内であれば、図や表の記載は自由とします。

（１）荒川区における地域包括ケアシステムの推進に対する現状と課題について記載してください。あわせて、他自治体の先進事例を参考に荒川区に効果的と思われる提案があれば記載してください。

[bookmark: _Hlk217320392]（２）荒川区の高齢者人口の推移や要介護認定率等のデータから、介護保険制度の現状及び課題を踏まえ、将来的に増加が見込まれる福祉サービスの種類や量を分析した結果としての、現在提供しているサービスとの需給ギャップについて記載してください。

[bookmark: _Hlk217318634]（３）共生社会の実現を推進するための認知症基本法が掲げる基本理念や目指す社会を踏まえた荒川区の認知症施策の現状と課題について記載してください。あわせて、他自治体の先進事例を参考に荒川区に効果的と思われる提案があれば記載してください。

（４）荒川区における「介護予防・日常生活支援総合事業」の現状を踏まえた効果的な介護予防の推進に対する課題について記載してください。あわせて、他自治体の先進事例を参考に荒川区に効果的と思われる提案があれば記載してください。

（５）高齢者が生涯にわたって安心して暮らせる住まいを確保するための、他自治体の先進事例を踏まえた方策について記載してください。
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（５）高齢者が生涯にわたって安心して暮らせる住まいを確保するための、他自治体の先進事例を踏まえた方策について記載してください。
	


２　受託実績
（１）官公庁における高齢者プラン等策定支援に関する業務受託実績
平成２９年度以降、人口２０万人以上（業務受託時点での人口とする。）の地方公共団体における老人福祉計画及び介護保険事業計画策定支援の業務実績について記載してください。（６事業以内）
	ＮＯ
	年度
	自治体名
	業務内容
	契約期間
	契約金額
（単位：千円）

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	

	５
	
	
	
	
	

	６
	
	
	
	
	





















（２）官公庁における高齢者プラン等策定支援以外に関する業務受託実績
平成２９年度以降、人口２０万人以上（業務受託時点での人口とする。）の地方公共団体における老人福祉計画及び介護保険事業計画策定支援以外の福祉に関する計画策定支援の業務実績について記載してください。（６事業以内）
	ＮＯ
	年度
	自治体名
	業務内容
	契約
期間
	契約金額
（単位：千円）

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	

	５
	
	
	
	
	

	６
	
	
	
	
	




















３　取組姿勢・実施体制
（１）委託業務に対する取組姿勢、事業を実施するチームの特徴、特に重視及び配慮する事項を簡潔に記載してください。
	


（２）実施体制
業務にあたる予定の責任者及びその他従事者について記載してください。
※経験年数や実績等について記載してください。なお、経験年数は、基準日を令和７年１２月３１日現在とし、前職も含めた通算年数とします。
※資格欄は、「専門統計調査士」「専門社会調査士」等を記載してください。
※実務実績は、主な実績業務の契約名称及び実績件数等を記載してください。
※欄が不足する場合は、適宜追加してください。
	ア　統括責任者
	ふりがな
氏名
	
	年齢
	歳
	雇用形態
※〇をつける
	常勤
非常勤

	出勤日数
（週当たり）
	
	専任／兼任
	
	実務経験
（年数）
	年



	年
	月
	経歴

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	年
	月
	免許・資格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	アピールポイント

	

	

	

	

	

	

	

	






	イ　主任技術者
	ふりがな
氏名
	
	年齢
	歳
	雇用形態
※〇をつける
	常勤
非常勤

	出勤日数
（週当たり）
	
	専任／兼任
	
	実務経験
（年数）
	年

	資格及び
経験等
	



ウ　業務従事者（想定でも可）
	役職
	常勤／
非常勤
	出勤日数
（週当たり）
	資格及び経験等
	専任／
兼任
	実務経験（年数）

	
	
	日
	
	
	年

	
	
	日
	
	
	年

	
	
	日
	
	
	年

	
	
	日
	
	
	年

	
	
	日
	
	
	年

	
	
	日
	
	
	年

	
	
	日
	
	
	年

	
	
	日
	
	
	年





（３）区との連携体制
業務遂行に向けた区との連絡体制、区との綿密な連携、情報共有のための具体的な方法や、区が保有する情報・データ等の移行（引継ぎ）を行うための工夫等を記載してください。
	




４　効果的・効率的な支援の実施
（１）情報収集
[bookmark: _Hlk216688878][bookmark: _Hlk216688962]国・先進事例・関係機関から情報収集方法と、区との情報の共有、活用の方法や連携の頻度等について記載してください。
	




（２）調査結果等分析方法
　　　区が提出する各種調査結果の扱いや処理方法等、数値処理の方法と分析方法について
記載してください。
	



５　セキュリティ・個人情報保護
（１）プライバシーマークの取得状況等
令和８年１月１日現在で、一般財団法人日本情報経済社会推進協会認定のプライバシーマーク（ＪＩＳ　Ｑ　１５００１）の取得状況について、○をつけてください。
（プライバシーマーク取得済みの場合は、プライバシーマーク登録番号を記入してください。）
また、プライバシーマーク以外で、セキュリティに関する認定を受けている場合は、記載してください。

・取得済み　（プライバシーマーク登録番号：　　　　　　　　　　　）

・未取得

セキュリティに関する認定
	１
	

	２
	

	３
	



（２）個人情報保護に関する考え方
本契約実施に伴う個人情報管理に関する考え方、社内における個人情報保護規定の内容等について記載してください。なお、別紙「荒川区と業務委託契約を締結する際に遵守すべき個人情報保護に関する項目」について、遵守の可能可否について記載してください。
※注記　社内の個人情報保護に係る規定等があれば、別途提出してください。
	



（参考資料）
○荒川区と業務委託契約締結する際に遵守すべき個人情報保護に関する項目
委託者：荒川区　　受託者：受託事業者
	【作業責任者・作業従事者に係る規定】
１　受託者は、その従業者（派遣労働者を含む。以下同じ。）の中から個人情報等を取り扱う業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、文書により委託者に届け出なければならない。

２　受託者は、作業責任者を変更する場合は、事前に文書により委託者に申請し、その承認を受けなければならない。

３　受託者は、作業従事者を変更する場合は、事前に文書により委託者に届け出なければならない。

４　受託者は、１の作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関して誓約させなければならない。

５　受託者は、４により作業責任者及び作業従事者から秘密保持に関する誓約書を徴取した場合（委託者と協議し、誓約書の写し以外の提出をもって確認をする場合を除く。）は、その写しを委託者に提出し、確認を受けなければならない。

６　受託者は、その従業者を１の作業責任者又は作業従事者とするに当たっては、個人情報等の適正な取扱いが確保されるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

７　受託者は、個人情報等の適正な取扱いの確保のため、１の作業責任者及び作業従事者に対し、必要な教育、研修等を実施しなければならない。

【作業場所に係る規定】
８　受託者は、個人情報等を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、委託業務の着手前に文書により委託者に届け出なければならない。

９　受託者は、作業場所を変更する場合は、事前に文書により委託者に申請し、その承認を得なければならない。

10　受託者は、８により委託者に届け出た作業場所（委託者に作業場所の変更を申請し、その承認を得た場合にあっては、当該変更後の作業場所）から個人情報等を持ち出してはならない。

【秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等に係る規定】
11　受託者は、個人情報等の内容を第三者に漏らしてはならない。委託業務終了後も同様とする。

12　受託者は、個人情報等について、委託者が個人情報の保護に関する法律第61条第１項の規定により特定した利用目的（特に明示がない場合は本委託業務の目的）以外の目的で使用してはならない。

13　受託者は、委託者が指定した項目以外の個人情報等を取得してはならない。

【複製等の制限に係る規定】
14　受託者は、委託業務の処理以外の目的で個人情報等を複製してはならない。

15　受託者は、委託業務の処理のために個人情報等を複製する場合は、個人情報等の複製を必要最小限に限定しなければならない。

【善管注意義務に係る規定】
16　受託者は、個人情報等の取扱いにあっては、善良な管理者の注意をもって当たり、作業責任者の配置、保管場所の限定、保管庫の施錠その他の個人情報等の漏えい、滅失、毀損等（以下「漏えい等」という。）を防止するために必要な措置を講じなければならない。

【個人情報の授受に係る規定】
17　受託者は、委託業務の処理のために個人情報等を授受する場合は、個人情報等の漏えい等を防止するため、パスワード等を使用して権限を識別する機能を設定する等の必要な措置を講じなければならない。

【システム処理する場合の対策に係る規定】
18　受託者は、個人情報等を取り扱う業務について、電子計算機により処理をする場合は、不正アクセス、コンピューターウイルス等による個人情報等の盗用、破壊、漏えい、改ざん等に対する防御機能を装備した電子計算機を使用しなければならない。

【再委託に係る規定】
19　受託者は、個人情報等を取り扱う業務の処理を第三者に再委託してはならない。ただし、一部の業務について、やむを得ず再委託する必要があるときは、委託者の承認を受けた上で、委託者が受託者に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を、当該業務を実施する者においても講ずるよう、当該再委託を受託する者（以下「再受託者」という。）との委託契約において定め、かつ、当該業務を実施する者の名称、業務の内容及び履行場所を委託者に報告しなければならない。

【報告、実地検査等に係る規定】
20　受託者は、個人情報等を取り扱う業務に係る契約内容の遵守状況について、定期的に、委託者に報告をしなければならない。

21　委託者は、個人情報等の漏えい等その他個人の権利利益を害するおそれのある事案の発生を認識した場合その他特に必要がある場合（作業場所の受託者以外の者の立入を禁止している場合等であって、実地検査の方法について委託者と協議し、その承認を得たときを除く。）は、個人情報等の管理の状況について実地検査をすることができ、受託者はこれに応じなければならない。

【返還及び消去等に係る規定】
22　受託者は、委託業務が終了し、又はその契約が解除されたときは、個人情報等が記録されている媒体（その複製を含む。）を速やかに返還し、又は個人情報等の復元若しくは判読が不可能な方法（個人情報等を取り扱う業務において外部サービスを利用している場合にあっては、委託者と協議し、その承認を得た方法）により、当該個人情報等の消去若しくは当該個人情報等が記録されている媒体の廃棄をしなければならない。

【漏えい等事案発生時の対応に係る規定】
23　受託者は、個人情報等の漏えい等その他個人の権利利益を害するおそれのある事案の発生を認識した場合には、受託者の監督が及ぶ範囲において、その責任を負うものとし、速やかに委託者に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人（個人情報等により識別されることとなる特定の個人をいう。）への対応等について報告しなければならない。この場合において、委託者から更なる報告を求められ、又は何らかの措置若しくは対応の指示を受けたときは、受託者は当該報告をし、又は当該指示に従うものとする。

上記のうち、５・18の項目については電子計算機により処理するものに関する保護措置である。
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